
 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。 

  平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日  

             大 阪 府 知 事  松 井  一 郎    

大 阪 府 規 則 第 七 十 八 号  
大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 大 阪 府 規 則 第 八 十 四

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 特 定 建 築 物 の 規 模 等 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３  条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅  

部 分 は 、 非 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費  

性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第  

五 十 三 号 。 以 下 「 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー 法 」 と い  

う 。 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部 分 を  

い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 工 場 等 （ 建 築 物 エ ネ ル ギ  

ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 八 年  
 
 

る 工 場 等 を い う 。 ） の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 部  

分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 （ 内 部 に 間 仕 切 壁 又 は 戸  

を 有 し な い 階 又 は そ の 一 部 で あ っ て 、 そ の 床 面  

積 に 対 す る 常 時 外 気 に 開 放 さ れ た 開 口 部 の 面  

積 の 合 計 の 割 合 が 二 十 分 の 一 以 上 で あ る も の  

の 床 面 積 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 第 二 十 四 条 に  

お い て 同 じ 。 ） の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上  

の 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 と す る 。  

４  条 例 第 十 六 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 則 で 定  

め る 住 宅 部 分 は 、 建 築 物 の 高 さ が 六 十 メ ー ト  

ル を 超 え 、 か つ 、 住 宅 部 分 （ 建 築 物 省 エ ネ ル

ギ ー 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 部 分 を  

い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平  

方 メ ー ト ル 以 上 の 建 築 物 の 住 宅 部 分 と す る 。  

５  条 例 第 十 六 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅

部 分 は 、 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 （ 非 住 宅 部 分

に 限 る 。 ） の 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル

以 上 の 建 築 物 の 当 該 増 築 又 は 改 築 を し よ う と

す る 非 住 宅 部 分 と す る 。  

６ （ 略 ）  
 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一  条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項  

の 変 更 で 、 特 定 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 増 加 を 伴 

わ な い も の （ 第 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 非 住 

宅 部 分 若 し く は 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 増 築  

若 し く は 改 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が  

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 に な る 変 更 又 は 同 条  

第 四 項 に 規 定 す る 建 築 物 の 高 さ が 六 十 メ ー  

ト ル を 超 え 、 か つ 、 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 

（ 特 定 建 築 物 の 規 模 等 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３  条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅  

部 分 は 、 非 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費  
性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第  

五 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部  

分 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 工 場 等 （ 建 築 物 エ ネ  

ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十  
 
 

定 す る 工 場 等 を い う 。 ） の 用 途 に 供 す る 建 築 物  

の 部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 （ 内 部 に 間 仕 切 壁 又  

は 戸 を 有 し な い 階 又 は そ の 一 部 で あ っ て 、 そ の  

床 面 積 に 対 す る 常 時 外 気 に 開 放 さ れ た 開 口 部  

の 面 積 の 合 計 の 割 合 が 二 十 分 の 一 以 上 で あ る  

も の の 床 面 積 を 除 く 。 次 項 及 び 第 二 十 四 条 に お  

い て 同 じ 。 ） の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 の  

建 築 物 の 非 住 宅 部 分 と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 

４  条 例 第 十 六 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅  

部 分 は 、 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 （ 非 住 宅 部 分  

に 限 る 。 ） の 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル  

以 上 の 建 築 物 の 当 該 増 築 又 は 改 築 を し よ う と  

す る 非 住 宅 部 分 と す る 。  

５ （ 略 ）  
 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一  条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 

の 変 更 で 、 特 定 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 増 加 を 伴 

わ な い も の （ 第 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 非 

住 宅 部 分 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 増 築 若 

し く は 改 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 一 

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 に な る 変 更 を 除 く 。 ）  
 
 

第 一 号 ） 第 十 条 第 一 号 に 規 定 す  

経 済 産 業 省 令  

国 土 交 通 省 令  

八 年        第 一 号 ） 第 十 条 第 一 号 に 規  経 済 産 業 省 令  

国 土 交 通 省 令  



附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 に な る 変 更 を 除  

く 。 ）  
 二 （ 略 ）  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 を 要 す る 広 告 の 方  

法 ）  

第 二 十 九 条  条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 則 で 定  

め る 方 法 は 、 特 定 建 築 物 の 販 売 価 格 又 は 賃 料 及  

び 間 取 り が 表 示 さ れ て い る 広 告 （ そ の 表 示 面 積  

が 六 百 二 十 三 ・ 七 平 方 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る  

も の に 限 る 。 ） を 新 聞 紙 、 雑 誌 、 ビ ラ 、 パ ン フ  

レ ッ ト そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 掲 載 す る  

方 法 と す る 。  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 ）  

第 三 十 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る  
 届 出 は 、 特 定 建 築 主 等 （ 販 売 等 受 託 者 を 含 む 。 

以 下 同 じ 。 ） が 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 広 告 に  

建 築 物 環 境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示 し た 日 か ら  

十 五 日 以 内 に 、 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 （ 様  

式 第 十 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ）  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 の 公 表 ）  

第 三 十 一 条  条 例 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ  

る 公 表 は 、 条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二  

号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項  

の 広 告 に 建 築 物 環 境 性 能 表 示 を 表 示 し た 旨 に  

つ い て 、 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も  

の と す る 。  

 
 

二 （ 略 ）  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 を 要 す る 広 告 の 方  

法 ）  

第 二 十 九 条  条 例 第 二 十 一 条 の 規 則 で 定 め る 方  

法 は 、 特 定 建 築 物 の 販 売 価 格 又 は 賃 料 及 び 間 取  

り が 表 示 さ れ て い る 広 告 （ そ の 表 示 面 積 が 六 百  

二 十 三 ・ 七 平 方 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る も の に  

限 る 。 ） を 新 聞 紙 、 雑 誌 、 ビ ラ 、 パ ン フ レ ッ ト  

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 掲 載 す る 方 法 と  

す る 。  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 ）  

第 三 十 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る  

届 出 は 、 特 定 建 築 主 等 （ 販 売 等 受 託 者 を 含 む 。 

以 下 同 じ 。 ） が 条 例 第 二 十 一 条 の 広 告 に 建 築 物  

環 境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示 し た 日 か ら 十 五 日  

以 内 に 、 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 （ 様 式 第 十  

号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
２ （ 略 ）  

 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 の 公 表 ）  

第 三 十 一 条  条 例 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ  

る 公 表 は 、 条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二  

号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 条 例 第 二 十 一 条 の 広 告  

に 建 築 物 環 境 性 能 表 示 を 表 示 し た 旨 に つ い て 、 

第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す  

る 。  
  


